
水
害

等
避

難
行

動
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
作

成
指

針
（
概

要
）

自
主
防
災
組
織
な
ど
地
域
の
皆
様
に
、
「
水
害
等
避
難
行
動
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
」
を
作
成
し
て
い
た
だ
く
た
め
に

指
針

の
ね

ら
い

タ
イ
ム
ラ
イ
ン
作

成
の

流
れ

・
水
害
等
に
対
し
て
、
住
民
一
人
ひ
と
り
が
、
「
自
ら
の
命
は
自
ら
が
守
る
」
と
い
う
意
識
を
持
ち
、
災
害
発
生
の
お
そ
れ
が
高
ま
っ
た
際
に
取
る
べ
き
対
応
に
つ
い
て
、
理

解
し
て
お
く
こ
と
が
重
要

・
水
害
等
か
ら
の
避
難
に
関
し
て
は
、
市
町
村
か
ら
発
令
さ
れ
る
避
難
情
報
に
従
う
こ
と
が
基
本
だ
が
、
地
域
の
状
況
に
よ
り
自
ら
の
判
断
で
早
め
の
避
難
行
動
が
必

要
な

こ
と
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
自
主
防
災
組
織
等
に
お
い
て
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
（
※
１
）
を
作

成
し
、
自

主
的

な
避

難
行

動
を
行

う
た
め
の

目
安

（
ス
イ
ッ
チ
）
を
設

け
て
お
く
こ
と
を
推

奨
（
※
１
）
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
：
「
い
つ
」
「
誰

が
」
「
何

を
」
す
る
の

か
を
定

め
る
防

災
計

画
で
あ
り
、
作

成
し
て
お
く
こ
と
で
、
関

係
者

が
連

携
し
て
、
速

や
か

な
避

難
行
動

を
行

う
こ
と

が
可
能
と
な
る

（
２
）
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
の

作
成

①
ひ
な
型

の
選

択
・
洪
水
、
土
砂
災
害
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
災
害
が
想
定
さ
れ
る
か
、

過
去
に
被
害
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
か

・
河
川
の
種
別
（
河
川
の
種
別
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
情
報
が
異
な
る
）

か
ら
、
ひ
な
型

を
選

択
②

ひ
な
型
を
用
い
た
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
の
作
成

（
※
２
）

タ
イ
ム
ラ
イ
ン
の
作
成
・
活
用
の
た
め
に
必
要
な
取
組

（
１
）
避

難
先

の
確

認
（
２
）
情

報
の

収
集

先
の

確
認

：
・
マ
ル

チ
ハ

ザ
ー
ド
情

報
提

供
シ
ス
テ
ム
（
平

常
時

）
・
き
ょ
う
と
危
機
管
理
Ｗ
Ｅ
Ｂ
（
災
害
発
生
の
お
そ
れ
の
あ
る
時
）

な
ど

（
３
）
対

応
の

手
順

の
検

討
（
４
）
関
係

機
関
等
と
の
連

携

（
１
）
地
域
に
お
け
る
防
災
研
修
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

自
主
防
災
組
織
、
消
防
団
、
自
治
会
の
役
員
や
地
域
の
住
民
等
に
よ
り
開
催

（
３
）
訓

練
・
検

証
①

タ
イ
ム
ラ
イ
ン
を
活
用
し
た
訓
練

②
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
を
運
用
し
た
際
の
対
応
の
検
証

を
行
い
、
よ
り
実
効
性
の
あ
る
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
へ
の
修
正

★
府
や
市
町
村
と
協
働
し
て
作
成

（
平

成
３
０
年

５
月

）

洪
水
・
土
砂
災
害
に
関
す
る
基
礎
知
識
、
災
害
事
例
及
び
観
測
雨
量

等

巻
末
資

料

（
※
２
）
ひ
な
型

を
用

い
た
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
の

作
成

◆
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
１
：
市

町
村

の
動

き
の

確
認

◆
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
２
：
自
主
防
災
組
織
・
住
民
に
必
要
な
行
動
の
検
討

▶
ポ
イ
ン
ト
１

情
報
収
集
を
行
う
水
位
・
雨
量
観
測
所
名
、
避
難
先
等
の

地
域

の
情

報
を
記

入
◆

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
３
：
地
域
で
の
避
難
行
動
の
目
安
の
検
討

▶
ポ
イ
ン
ト
２

自
主

的
な
避

難
行

動
の

目
安

と
な
る
ス
イ
ッ
チ
の

設
定

（
ス
イ
ッ
チ
の

例
）

雨
量
観
測
値
、
洪
水
警
報
の
危
険
度
分
布
、
被
害
の
発
生
・
異
常
現
象

等
◆

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
４
：
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
の

完
成

◆
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
５
：
災
害
・
避
難
カ
ー
ド
の
作
成
、
配
布

＜
ス
イ
ッ
チ
設

定
の

考
え
方

＞

○
洪
水
予
報
河
川
（
府
管
理
）
・
水
位
周
知
河
川

に
対
し
て

市
町
村
が
避
難
勧
告
等
を
発
令
す
る
基
準
と
な
る
水
位
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。

→
市
町
村
か
ら
発
令
さ
れ
る
避
難
情
報
に
従
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
基
本
で
あ

る
が
、
地
域
の
状
況
に
よ
り
自
ら
の
判
断
で
早
め
の
避
難
行
動
が
必
要
な
こ
と

も
あ
る
た
め
、
氾
濫
危
険
水
位
へ
の
到
達
（
「
避
難
勧
告
」
の
基
準
）
ま
で
に
、

一
般
の
住
民
の
方
が
避
難
を
開
始
す
る
た
め
の
ス
イ
ッ
チ
を
設
定

○
小
規
模
な
河
川
や
水
路
、
土
砂
災
害

に
対
し
て

避
難
勧
告
等
の
発
令
の
目
安
と
な
る
水
位
等
の
設
定
が
十
分
に
な
く
、
急
激

な
水
位
の
上
昇
や
突
然
の
が
け
崩
れ
等
に
よ
り
、
「
避
難
準
備
・
高
齢
者
等
避

難
開
始
」
や
「
避
難
勧
告
」
を
発
令
す
る
時
間
が
な
い
場
合
が
あ
る
。

→
・
高
齢
者
等

が
避

難
を
開

始
す
る
た
め
の

ス
イ
ッ
チ

・
一

般
の

住
民

の
方

が
避

難
す
る
た
め
の

ス
イ
ッ
チ

を
設

定

資料４－１
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